
１ 国・都との連携による保健所機能・検査体制等強化
・新型コロナウィルス感染症の発生が続いている新宿区における対策を推進するため、国及び東京都による保健所支援が開始されました。
国及び都の保健所支援として、他自治体からの依頼による調査や繁華街対策等を国や都が役割分担するとともに、都による第二検査センターの開設など、保健所機能
や検査体制の強化を図っています。更に、専門的知見からの感染予防意識の啓発など感染者を減少させていくための取り組みも国・都と連携して進めていきます。

・国立国際医療研究センターに委託しテント内で実施していた「新宿区検査スポット」から、熱中症対策及び台風時期に備え、８月より、区施設での「新宿区ＰＣＲ
検査センター」へ移行しＰＣＲ検査を実施しています。

２ 医師会との連携による唾液ＰＣＲ体制等の構築
区は、区医師会と連携し、唾液によるＰＣＲ検査等を推進していきます。
区は、医師会に所属する各医療機関に協力金を交付し、区内における検査数の確保及び「唾液検査」の普及を図っていきます。

新宿区医師会

唾液によるＰＣＲ検査等
（２００件／日）

国（国立感染症研究所・厚生労働省）
新宿区保健所戸山分室

東京都（福祉保健局）
保健所支援センター
新宿区第二検査センター

新宿区保健所
新宿区新型コロナウィルス検査センター

●保健所支援（他自治体からの依頼による事例の疫学調査等）
●繁華街対策
（繁華街従業者の健康管理、行動分析調査）

●効果的な感染予防の啓発への協力

●保健所支援
・クラスター対策としての疫学調査と
ＰＣＲ検査（８０件／日）

●効果的な感染予防の啓発への協力

●相談（帰国者・接触者相談センター）
●ＰＣＲ検査（１０８件／日）
●入院調整、疫学調査、健康観察等

⇒新宿区繁華街新型コロナ対策連絡会へのフィードバック

（唾液検査推進事業）
①対象医療機関 区医師会加入の医療機関
②協力金 ３，０００円（検査１件あたり）※対象者の負担なし 想定件数２００件/日 （９月～３月）
③検査対象者 区内在住、在勤、在学の者

保健所機能・検査体制強化

【問合せ先】 健康部健康政策課長 組澤 電話 03-5273-3016
４


